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https://www.tlca.info/ 

 



  社会福祉法人高槻ライフケア協会は、2005年 10月に 

  設立しました。 

 

 高槻ライフケア協会は、 

  さまざまなハンデイをもちつつも、 

  ひとりの人間として町の中で暮らしを営み、 

  自己決定、権利擁護が日常的で自然になるような 

  地域社会づくりをめざして活動します。 

 

    社会福祉法人高槻ライフケア協会の事業活動 

 

＊居宅介護支援事業 

＊訪問介護事業 

＊通所介護（デイサービス事業） 

＊障害者居宅介護事業 

（身体障害者・知的障害者・精神障害者・児童） 

＊地域生活支援事業（ガイドヘルプサービス） 

＊教育研修事業 

介護職員初任者研修 

同行援護従業者養成研修 

喀痰吸引等研修 

  ＊ケアワーカー派遣サービス 



     

 

 

介護支援専門員（ケアマネージャー）がお受けします 

 介護保険等の利用相談 

 介護保険の申請代行 

 アセスメント（課題分析）と居宅サービス計画の作成 

サービス事業者との連絡調整 

 住宅改修の申請代行 

サービスの実施状況の把握 

介護・福祉に関する相談など 
 

 

 

 

指定訪問介護事業 

 

介護が必要な状態になっても、住みなれた家や地域での暮らし 

を継続し、その能力を生かし自立した生活を営めるよう支援します。 

 

 

    サービスの内容 

  身体介護 食事、排泄、入浴、着替え、医療的ケア、 

その他必要な介助 

  生活援助 炊事、洗濯、買い物、その他必要な家事援助 

 

 

介護保険についてのご相談は 



      

       

       

 

こんなことをするところです  こんなことができるところです 

 

お風呂に入れます（一般浴のみです） 

お昼ごはんをたべます  おやつもあります 

自動車で自宅まで送り迎えをします 

簡単な体操や生活リハビリをします 

いろいろな人と交流します 

季節に応じた行事をします 

春は花、秋は紅葉、あるいは近場の展覧会に外出します 

 

 利用者定員 １日当たり１５人  

 利用できる日時 月曜日～土曜日 ９時３０分～16時３０分 

   ご希望で午後６時まで利用できます 

 利 用 料 金  介護保険利用料のうち１割～３割が自己

負担になります。 

 

    食事代は １食５００円 です。 

 定 休 日  日曜日 

指定通所介護（デイサービス）事業 



＊居宅介護（ホームヘルプ･通院介助） 

   身体障害者、知的障害者、精神障害者 が利用できます。 

 ＜サービス内容＞ 家事援助  食事づくり、掃除、洗濯 など 

  身体介護  食事、排泄、入浴、着替などの介助 

  通院介助  医療的ケア 

 

＊重度訪問介護  全身性障害者が利用できます（要件有り）  

＊同行援護 視力障害者の社会参加や余暇活動の外出支援 

＜地域生活支援事業＞ 

＊移動介護（ガイドヘルプサービス） 

身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児が利用できます。 
 

＜サービス内容＞  

余暇活動等社会参加のための外出支援です。 

これらのサービスを利用できるのは、障がい福祉サービスの受給者証をお持ちの方

です。 

サービスを提供するケアワーカーは、介護福祉士や介護職員初任者実務者研修

修了者など、専門的な資格のある人たちです。移動支援も、ガイドヘルパーの

資格をもつ人たちが支援します。 

   
 

地域で暮らす障害者への生活支援サービス 

 



         

ぜひご利用ください・・・・こんな事業も 

 

 

 ケアワーカー派遣サービス  

 身 辺 ケ ア   食事、入浴、排泄、清拭、着替え、起床就寝の介助 

 家 事 援 助    炊事、洗濯、掃除、買い物、薬の受取など 

 社会的ケア   散歩や外出の付添い、遊び相手、レクレーション、 

      金銭管理、申請代行等 

 仕事や社会参加の支援 

  

  高槻ライフケア協会が１９９２年から提供している非営利有償サービスです。 

  このサービスを利用できるのは、障害者、高齢者、乳幼児、病人等、社会的な 

  ハンデイを有する人達です。  

   

サービスの利用時間  

午前８時 ～ 午後６時 （基本料金） 

午後６時 ～ 午前８時 （特別料金） 

  

利用料金 

基本料金      １時間 １5００円～(内容により変わります) 

早朝・夜間料金  １時間 ３００円プラス 

深夜料金        １時間 ６００円プラス 

日曜、祝日     １時間 ３００円プラス 

 

介護保険等公的サービスの補完は、相談に応じます。 

交通費は、別途必要になります。 

 

 

 

 



 

 

 

  大阪府指定 (指定番号46） 

  厚生労働省教育訓練給付指定講座 

  介護職員初任者研修課程  （通学制） 

     秋期コース（土曜日） 

   研修時間      １３０時間（＋実習3日間） 

   定   員     １６名 

 

 

  大阪府指定（指定番号 31） 

  同行援護従業者養成研修  

  一般課程・応用課程 
    

 定   員   各１６名 

   研修時間  一般課程２２時間（３日間） 

   応用課程１２時間（２日間） 

  

  大阪府登録（登録番号 2724006） 

  第 3号研修（特定の者対象） 喀痰吸引等研修 

基本研修  2日間 

定  員  20名 

実地研修   随時受付 

 

教育研修事業 

 



社会福祉法人 高槻ライフケア協会 

案 内 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用についてのご相談 ・ お問合せは 

受付時間   ９時～１７時３０分 

電  話    ６８３－４９４５ 


